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港湾運送事業の適正な運賃・料金収受に向けた価格転嫁のお願い  

 

港湾運送事業は、海運と陸運を円滑に結びつける重要かつ不可欠な役割を担っ

ております。 

一方で、港湾運送事業においては、船舶の入出港や貨物の搬出入に合わせた不

規則な勤務体系や長時間・深夜作業、危険作業等の厳しい労働環境の中、国内の

生産年齢人口の減少や時間外労働の上限規制の適用に伴い、近年担い手不足が顕

著となっております。 

また、国土交通省の実態調査の結果においては、港湾運送事業の担い手不足の

常態化が予想される結果となるとともに、こうした状況の改善のための賃金引き

上げや設備投資に必要な価格転嫁が十分ではないとする声が大きい状況が明らか

になっております。 

このため、船社・荷主と港湾運送事業者が対等な立場で運賃・料金協議を行

い、労働条件や労働環境に見合った人件費等の必要な費用が適切に反映された運

賃・料金を設定・収受出来る取引環境の整備のため、この２月に「港湾運送事業

における適正取引推進のためのガイドライン」が策定されました。  

本ガイドラインにおいては、港湾ユーザーの皆様へ、港湾運送事業者からの運

賃・料金の協議の申し出に対して真摯に応じ、十分な協議を踏まえた適切な運

賃・料金の決定をお願いしているところです。  

つきましては、本ガイドラインへのご理解を頂きまして、港湾運送事業の運

賃・料金における適正な改定について格別なご配慮を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 


